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Even while still in Germany, Karl Mannheim was famous for his work in the 
"Sociology of knowledge

." After he sought political asylum in the United Kingdom, he 

introduced psychology and policy science into his theoretical framework and analyzed 

characteristics of mass society. Meanwhile, he was changing his focus from "diagnosing 

society" to "planning a new society." As a result, he created a "social planning" concept. 

This paper investigates how Mannheim developed his ideas of "social planning." What 

attracts me most is his idea of "coordination of social technique." Through analyzing 

his works, I would like to point out a common theoretical basis in Mannheim's Britain-era 

thinking.

1.は じめ に

H.S-ヒ ューズは、イギ リス亡命後のマンハイムは 「長年の知識社会学への知的関心を

実質的に放棄 して、応用的な、あるいは宣伝的でさえある仕事に向かった」という。[Hughes

1975:訳58]こ うした学問的関心の変化 は、イギ リス時代のマンハイムの主要な関心が、

現代大衆社会の 「時代診断学」的分析、そ して 「自由のための」社会計画といった新たな

理論体系の確立 ・展開にあったか らにほかならない。 ドイツ時代の作品と亡命後のそれと

の間にある種の 「ズレ」を感じるのも、これまでの認識論的な知識社会学に、心理学や政

策学を基軸 とする診断学や計画論など新しい理論体系の導入をはかったマンハイムの意欲

的な試みによるものである。

しか し、こうして理論的展開ないし発展を遂げたにもかかわらず、後期、すなわちイギ

リス滞在期の業績を扱った研究は、当のイギ リスにおいてでさえ少ないという指摘がなさ

れている。[Whitty1997]と くに、後期理論が時代 とともに内容上の変転をとげていった

こと[Kudomi1996:44-47]、 さらにそ うして変転する際にも、それらには 「人間のあり方」

ないしは 「人間形成」をめぐる論理が共通 に存在すること、などをふまえつつ後期理論全

体を時系列的に整理し、それらを包括的に検討 ・論考 した研究は意外 にも少ないといって

よい。

そ こで本稿では、イギ リス亡命後のマンハイムの主要な作品を取 り上げ、後期の計画論、

なかでも 「技術の計画」論の成立過程、さらにその理論的変遷過程をたどってい く。 これ

によって、一連の後期理論が 「診断」か ら 「計画」への理論的錬磨を示す ものであること

を例証する。また同時に、マンハイム計画論の中で示される 「社会的技術(socialtechnique;

Gesellschaftstechnik)」の 「調整」という試みに着目しなが ら、後期マンハイム理論全体に

共通す る 「理論的支柱」の存在を明らかにしていく。
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2.マ ンハイ ム技術 論成 立の 背景

(1)マ ンハイム 「計画論」の誕生

これまでの社会計画論がそ うであったように、マンハイムの 「計画論」 も社会的危機へ

の対応、またその危機を乗 り越える具体的な政策を基礎とする一試論 として成立した。こ

の危機 とは、いうまでもなくファシズムの危機であり、マンハイムの 「計画論」は、究極

的にはこのファシズム的危機の超克を目指 したものであったといえる。

そもそ もマンハイムによって計画の概念が案出されたのは、亡命先のイギ リスにおいて

であったが、それはちょうどナチス=ド イツの興隆期ともいえる1930年 代中葉のことで

あった。

1935年 の 『変革期 における人間と社会』(以 下、『人間と社会』 と略記)独 語版で、マ

ンハイムは計画を、歴史的 に構築され る人間や事物の 「社会的な集積(gesellscha価che

Anhaufung)」 を用いて、社会過程のまだ組織化されていない 「媒介原理(principiamedia)」

を支配下 に置 こうとする予見的戦術 と規定する。[M(T151,訳164]す なわち、ここでいわ

れるマ ンハイムの計画 とは、「計画的思考」にもとついた社会事象の歴史的再組織化であ

ったわけだが、その中身については、おおよそ思弁的 ・抽象的なものであり、現実の社会

計画 に即応用できる政策体系とはいい難かった。むしろ、その後の 『人間と社会』英語版

(1940)お よび 『現代の診断』(1943)な どで、この計画概念がより現実社会に相応 した

具体的な施策 として定式化され直されることで、マ ンハイムの 「計画論」は社会計画論的

性格を獲得することになる。それがいわゆる 「自由のための計画(planningforfreedom)」

と 「社会的技術」の概念の導入によるものにほかな らない。

1937年 の論文 「われわれの時代の診断について」(ZurDiagnoseunsererZeit)で 、マン

ハイムは 「自由のための計画」概念を提示する。ここでいわれる計画とは、社会計画の中

に 「自由」の働 く余地を残すことを前提とするもので、つまりは 「社会の円滑な運行が左

右されるような社会的進歩の諸領域を統御するが、同時に創造的進化と個性のために最大

の機会を提供するような分野については意識的に自由にしてお く」[DZ119]よ うな社会

計画である。「自由」と 「計画」という両概念を相矛盾するものとしてではなく、相補的

に働 き合 うものとしてとらえ直そうとしたマンハイムは、個人の自発性 ・可能性を確保す

るための 「自由」は 「計画」の中においてこそ保障されうると理解 していたのである。

また、同年の論文 「社会建設に関する最近の傾向」では、「わた しが望む ことは、社会

的技術の管理に際しての合理的な計画である」[PT300]と 、現代大衆社会における大衆

統制のもろもろの手段(「 社会的技術」)の 「調整」、およびそれ らの合理的計画の必要性

が提唱される。つま り、「社会的技術」の 「調整」という作業を通じて、現代大衆社会の

非合理性を昇華ないし制御すること(「 民主的計画」化)を 目指 したわけである。 このよ

うな、計画化された全体社会の中に個人的 「自由」を確保するという試み、また大衆統制

技術の合理的計画化 という試みに表されるマンハイム計画論は、この頃から、次第に社会

計画論 としての性格を強めていく。と同時に、これ らはK.ポ パーやJ.フ ロー ドらが指摘

するように、社会全体の変革 ・改造を前提 とする 「全体論」的な計画論[Popper1957,Floud

1959]と しての性格をも包含 していくことになるのである。

「現代社会の枠組みの中に民主的プロセスの機能をつくり出さない限 り、われわれは混
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沌の中に埋没するか、あるいはカゴの中に監禁されなが ら生きることを運命づけられるだ

ろう」[DP82]と いう晩年のマンハイムの思惑は、30年 代末のこの時期から、ナチスに

よる独裁が進行するという過程でいよいよ現実味を帯びてきた。この頃、マンハイムが社

会の 「診断」ないし 「洞察」とともに 「社会計画」の試みの必要性を強調 しはじめるの も、

こうした彼の危機意識に依 っている。自由と計画とをどのように融合していくか、また民

主主義をどのように計画の中に織 り込んでいくか、マンハイムはそうした問いを、「自由」

を創出するための 「民主的計画」概念の導入、とりわけ 「計画」実践の前提 となる 「技術」

の整合 ・調整という着想 をもって解決 していこうとした。r人 間と社会』英語版やr現 代

の診断』、そ して遺稿集である 『自由 ・雄権力 ・民主的計画』(1951)で さらに具体的な政策

として詳述されることになるこの 「計画論」は、ファシズム的危機の浸透 とともに、よ り

(社会政策としての)緊 急性を帯びてくることになる。(1)

これ ら晩年の著作でマンハイムは、現存する 「自由放任主義」でも 「全体主義」で もな

い 「第三の道」 としての 「戦闘的民主主義(mi1itantdemocracy)」 の創出を提唱する。そ

れは、「自由放任的なや り方 に対す る失望」、 「ファシズムに対する失望」、そ して 「共産

主義に対する疑惑の念」といった既存体制への絶望感 ・不信感を、「ヨ.___ロッパ的伝統」

さらに 「キリス ト教か ら継承した一連の基本的価値」の承認 ・共有によって払拭 しようと

する新 しい民主主義創成の試みといってよい。「くすぶっている危機の後 に健康 を回復す

る民主主義、指導性、そして責任ある管理」の復活 というイギ リス的な 「紳士のエー トス」

[Kett1er,Meja,Stehr1984]に 裏打ちされたこの 「現実的」な体制選択によって、マンハイ

ムはイギ リス民主主義の伝統を、ナチスの脅威か ら守ろうとしたのである。したがって、

彼の 「計画論」は、ファシズム的危機の超克 という究極の目的を掲げつつも、次第 にイギ

リス保守主義のそれと近似 していくことになる。つまり、H.S.ヒ ューズのことばを借 り

れば、「初期のハ ンガリー知識人のエ リー ト主義と、ある社会的 ・政治的問題には必ず適

当な改善手段があるはずだというアングロ=サ クソン的主張 との、奇妙できわめて個性的

な結合に到達した」[Hughes1975:訳58-59]の である。

(2)「 技術の計画」論 としての 「計画論」

ところで、マンハイムがこうした 「計画論」を案出したのには、当然それを生み出すい

くつかの要因ないし動機が存在したはずである。自身の亡命による生活世界の激変、そし

てそれにともなう彼の問題関心の変質はもとよ り、世界恐慌後のョーロッパにおける 「計

画論ブーム」の到来という社会的 ・時代的な影響もあったと思われる。たとえばイギ リス

では、J.D.バ ナール らの科学計画論やケインズ理論が登場 し、さらには生前面識があり

講演の依頼 にも応 じているロン ドン.ス クールのW.H.ベ ヴァリッジが福祉国家論を展開

した。また大陸では、かつてフランクフル ト大学時代に親交のあった ド・マンが 「プラニ

スム(計 画主義)」 を唱え、専門家知識人主導の新しい社会計画論および国家の改造改革

論を提案した。[桜 井1997:222]こ うして、いわば左右両派が一斉に 「計画論」を公 にし

たのが当時のヨーロッパであった。マンハイム 「計画論」の登場もこうした潮流に乗った

ものであったことは容易に推察される。またさらにいえば、アメリカなどで、心理学や精

神分析学領域(と くにプラグマティズムや行動主義)に おける分析科学が発達 ・展開して

いった ことも、「計画論」の造出に貢献しているといってよいだろう。(2)
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もっとも、マンハイムが結果として、社会の 「計画」に固執せざるをえなかった直接的

な原因は、やは り自らを亡命へと追いやったナチスによる独裁の進行、なかでも、戦争か

ら交通、通信、宣伝、そ して教育にいたる 「技術」全般の独裁的統制.管 理体制の波及に

対す る危機感にあった。「計画」をしないことから生 じる、また誤 った 「計画」か ら生じ

る 「技術」の独裁 ・濫用を、いかに防ぐか。マ ンハイムの 「計画論」は、現代大衆社会に

おけるこうした技術的濫用、ないしその 「不整合」に対する危機意識にもとついて成立 し、

そしてその克服への 「処方箋」を提示していくことによって展開されていったのである。

マンハイムが、自らの 「計画論」をして、「技術的至上説(thedoctrineoftechnicalsupremacy)」

[MS243,訳293]と 称するのも、彼のいう 「自由のための計画」の本質が、実際は 「技

術の計画」にあり、また究極的には 「技術の計画」者の存在性 にあるからに他な らない。

3.「 社会 的技 術 」の 概念 とそ の歴史 的意 義

(1)「 自然科学的技術」 と 「社会的技術」

「生半可な技術は、人類を奴隷化するに至るが、十分に熟慮された技術は、一層水準の

高い自由を招来する」[MS369,訳449]と いうマンハイムの言説が示すとお り、彼は、「技

術」的進歩が無計画なままに進行する危機i的現状を憂い、そして 「技術」を 「熟慮する」

こと、すなわち 「技術」を計画 ・調整することの必要性を提唱した。

マンハイムのいう技術 とは、一つには 「大規模に社会的秩序を建設 し、かつそれ らを有

効 に維持することを可能な らしめる」技術、つま り 「触知する対象(有 形物)」 にのみ適

用される機械 としての技術をさす。これは、たとえば 「心的交通の手段」 としてのテレビ

や電話、「交通運輸の手段」としての鉄道や自動車、「防衛攻撃の手段」 としての鉄砲や

爆弾、そ して 「生産の手段」としての鋤や牽引車などであり、それはいわば 「道具的技術」

ないしは 「自然科学的技術」 というべきものである。[MS243-244,訳294]

しかし、もっぱらマンハイムが着 目したのは、「目に見える機械に関するものではなく、

社会的関係および人間そのものに関する」技術 としての 「社会的技術」であった。[福S244,

訳294]「 社会的技術」 とは、「人間の行動 と社会的関係とを形成することをその究極の目

標とするこれらの実践や作用」の総体 をさしていうものであり、具体的には、「世論形成

の手段」であるテ レビやラジオ、また 「コミュニケーションの手段」 としての電話や電信

(これは、先の 「機械 としての技術」 と重複するものでもある)、 加えて 「統治や管理の

集中化」を容易にするもろもろの行政技術、軍事的技術、「大規模な組織体の科学的管理」

技術、さらには人格形成の手段としての教育などをも含む技術体系の総称である。そ して

これ らは皆共通に、「現代社会の発展方向を完全に規定する」という社会的性質を包含し、

その使用法如何によっては社会変動の方向性を決する原動力ともな りうるものとされる。

[DT2,訳5-6](3)

つまり、技術はけっして自然科学的なもののみにとどまるものではな く、人間が社会や

人間自身に働きかける手法 としてもとらえられるべきだとするのがマンハイムの基本的な

立場である。マンハイムにしてみれば、機械のような 「自然科学的技術」以上に、こうし

た 「社会的技術」の果たす役割が、現代の経済や社会の機構のみならず人間の行動の有 り

方を決定するという点で、より重要とな りえたわけである。
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(2)「 社会的技術」の二面性

そ こで、まずマンハイムが注 目したのは、現代社会において この 「社会的技術」が果た

しうる具体的な作用であった。 これは、第一に 「世論形成の手段の集中化」などの集中化

作用、そして第二には 「人間の行動」や 「教育の全領域」における統制作用 とに集約され

る。[DT2,訳5-6]「 社会的技術」を世論の集中化および社会統制の手段とみなすマンハイ

ムは、その統制技術が、「人間の行動に影響を及ぼす直接的方法」から 「間接的方法」へ

と変化 し、技術それ 自体が次第 に複雑化ないし多様化することを例示 している。(4)

もっとも、統制という形で 「社会的技術」が用いられ、それが政府の手中に移れば、当

然、この技術が 「社会統制のとくに強力な手段」として作用することは避けられない。そ

の際、 これらがいっそ う集中化ないし能率化されれば、少数者支配を助長することにもな

るわけである。マンハイムが、一方で 「社会的技術」の 「濫用」に対する危険性 を強調し

ているのも、 「社会的技術」のもつ こうした二面的ないし多面的性質ゆえのことである。

したがって、彼の 「社会的技術」論は、「その使用の不可避性 ・効用という面と、それが

同時に独裁制をも可能にするという面との、宿命論的二面性を持っていた」[久冨1972:125]

のであ り、また 「社会的技術の使用は、社会を危険にさらしかねないような中央集蔵権制を

も含むもの」[W01dring1987:331]で もあったのである。

(3)「 社会的技術」の基本的性格

社会統制技術が、一面においては、当代のファシズムやコミュニズムのような少数独裁

体制を現出させる危険性を多分に包含するものであることはマンハイム自身も覚知 してい

たことだが、彼の著述を見る限 りでは、む しろ 「社会的技術」の進歩がもたらした歴史的

な意義や効用の方に論点が傾倒 しているといってよい。ここでは、それらをおおよそ以下

の三点に整理しておきたい。

1)「社会的技術」は 「経済的技術」のみをさすものではない

産業革命の時代か ら大戦時代に入ると、軍事技術や行政技術、そして宣伝や勧誘の心理

学的方法など非経済的分野における新 しい技術の発明が相次いだ。これまでは、経済的技

術の急速な発展ゆえ、その他の技術の意義は比較的小さいものであったが、「諸国民の経

済組織が完全に政治に従属し、貿易さえも軍事的目的に道 を譲 らねばならな くなって」、

いよいよその他の諸技術の効果が広範な影響をもたらすようになってきた。こうした多様

な技術の発展 とそれらの影響力の大きさとを覚知 したマンハイムは、「社会的技術」を 「経

済的技術」と同視 した り、また 「社会的技術」を 「経済的技術」の 「副産物」とみなした

りはせず、 これを 「経済的生産、政治的権力、行政、心理的影響など」に関する広義の社

会技術 と規定 した。[MS243,訳293]つ まり 「現代の社会的技術は、産業化された大衆社

会の生活のすべてに不可欠のもの」であり、「それはちょうど、経済の維持 ・管理に経済

的技術が必要であるのと同じように、大衆社会の心理的な維持 ・管理にとっても必要なの

である」。[DZ114]こ れは、『人間と社会』英語版第5部 で詳述されるマルクス批判(`)

の多 くが 「経済的技術」至上説に対する批判として展開されているのを見ても了解 されよ

う。[MS248,訳299]
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2)社 会過程の-連 の変化は 「社会的技術の質的変化」によって説明される

マ ンハイムによれ ば、た とえば 「古い形式」(6)の 「社会的技術」は部族時代か ら中世

にいたるまでの伝統的な共同体生活を維持 し、また中央集権的な 「服従型」の軍事統制を

旨とする 「社会的技術」はプロイセン国家の建設.発 展に貢献 し、そして 「故意に大衆の

啓蒙 を排斥 してもっとも原始的な衝動に訴える」ような 「社会的技術」は ドイツやイタリ

アのファシス ト体制を補完 しているというように、「社会的技術」の様態およびその質的

変化が人間の社会生活の有 り様を規定する要因となっているという。[MS250,訳302、D7

3,訳7]し たがって、アメリカやロシア、さらにはイギリスなど各国の今 日的な社会過程

の変化 ・変動についても同様に 「社会的技術」の変質という点か らの説明が可能 となるわ

けである。つまり彼の議論は、社会変動の動因決定 を 「技術」そのものに求めているので

あり、その点で 「技術決定論」的であった。

しかし、 ここでマンハイムが目指 したのは、経済や産業構造の変化を技術(の 進歩)と

いう単一の要因のみによって説明しようとすることではなく、あくまで複数の連関する「社

会的技術」の相互性ないし相補性に着 目することによって社会変動の諸相を描写 しようと

することであった。したがって彼の意図は、現代大衆社会における全般的な 「社会的技術」

の意義の増大を社会史的に立証する点にあったといってよい。この点において、古典的な

「技術決定論」 と性質を異にするといえよう。

3)「社会的技術」そのものは善でも悪でもな い

三点 目は、(こ れが彼の技術論の核心に通 じるものとも思えるが)、 「社会的技術」その

ものは決 して善でも悪でもなく、その善し悪 しは、技術を利用する人間の意志一つにかか

っているということである。マンハイムの表現に従えば、「偉大であると同時に非人間的」

で、ちょうど 「真空において作用する機i械のようなもの」が この 「社会的技術」であり、

それらを 「自由に駆使する勇気や想像力や意志」などをもって 「正しい方に導く」ことが、

同時代人に課せられた使命 ということになる。[MS260,訳313-314D72-3,訳6]

現代の 「社会的技術」が 「あらゆる大産業的社会に必要欠くべか らざるもの」 とするマ

ンハイムにとっては、技術の存在そのものを問うた り、また技術そのものの善し悪 しを峻

別することが問題なのではなく、技術をいかに用いるかというその方法、ないしはいかに

「正 しく」用いるか という使用者の 「倫理」[Remmling1975:109]こ そが問題であった。

したがって、マンハイムの 「社会的技術」論は、技術そのものの存在性を問うものではな

く、技術を使用する 「人間」への倫理的問いかけによって構成されているといえる。

それでは、その 「正しい」使用 とはどのようなものをさしていうか。マンハイムは、そ

れを 「調整(co-ordination)」 という語を用いて説明している。

ここでいわれる 「調整」 とは、「処理 しうるあらゆる資源を聡明に相関化すること」で

あり、たとえていえば 「交響楽の種々の雑多な諸楽器の調和」のようなものである。[MS

263,訳316]単 一性をむねとした調整(マ ンハイムはこれを 「一様的支配(G1eichschaltung)」

とよび、「調整(co-0rdination)」 と区別する)で はなく、多様性をむね とした 「調整」 と

もいえよう。彼のいう技術使用 とは、「社会的技術」をこのように 「調整」 していくこと

であり、換言すれば、交響楽的調和にみ られるように、諸楽器 としての技術の特性を相殺

することな く、諸技術を目的合理的に運用 ・利用 していくことである。[DT4-5,訳9]
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もっとも、交響楽を奏でるオーケス トラが、バラバ ラな音色を出すに終わるか、あるい

は調和のとれた音色を響かせるかは、ひとえに指揮者の腕にかかっている。であるならば

同様に、「社会的技術」が 「一様性 を生み出すように使用されるか、あるいは多面的な個

性を生み出すように使用されるかは、計画者の意志にかかっている」にちがいない。[MS

263,訳316-317]マ ンハイムはこう考え、彼の技術論議は、 ここか らいよいよ 「計画する

人間」の問題へと傾倒していく。

4。 マ ンハ イム の技術 論 一人 間形成 を め ぐる 問題

(1)人 間による技術支配

マンハイムが 「社会的技術」の問題 に本格的に言及 しはじめたのは、1937年 の論文 「わ

れわれの時代の診断について」においてである。それは折 しも、ョーロッパの政情が不安

定で、ナチスの脅威が大陸全土を覆い尽くしていた時期である。当時、ロン ドンに身を置

いていたマンハイムは、こうした危機の回避ないし克服をね らい、その第一歩として、「技

術」の合理的運用を説いたのであった。

マンハイムが技術そのものを 「それ 自体では善 くも悪 くもないもの」 と把握 していたこ

とは前述のとおりであるが、であるとすれば、危機の時代においては、「技術」を社会計

画の手段 と解 し、その手段を人間がいかに利用していくかということ(技 術使用の正当性)

が、彼にとっての課題となるはずである。 これは、究極的には人間の問題(ひ いては人間

形成の問題)に 集約されざるをえなかった彼の技術論をみても了解されよう。マンハイム

が、「技術が人間を支配するのではな く、人間が技術を支配」し、そ してそれらが 「正し

い目的のために奉仕」させ られれば、それは 「人類のな しとげたもっとも輝かしい業績の

一つとなるだろう」と言明するのも[DT'4
,訳9]、 「人間による技術支配」ということが、

彼の技術論の前提 となっているからに他な らない。(7)したがって、彼の技術論は、その

究極部分 においては、「技術」を使用 し、支配する人間のあ り方を問うものであったとい

える。そして、マンハイムの議論が晩年、パースナ リティ特性や態度の形成を中心とした

「社会的教育(socia1education)」 さらには 「人間形成」の問題へ と傾倒していくのも、い

わばこうした人間のあり方、存在性の追求の結果であった。

(2)計 画者 の 「計画」

しか しなが ら、マンハイムの技術論が、危機の時代における 「社会的技術」の 「調整」

の意味、そして何よ りその 「技術」を用いる者の存在性について論 じたものであったとす

れば、そこにはおのずと二つの問題が提起されるはずである。第一は、「社会的技術」の

使用者ないし計画者は誰かという問題。また第二は、その使用者の倫理性を何に求めるか

という問題である。

第一の 「計画者は誰か」という問いに対するマンハイムの回答であるが、これは時代 と

ともに変化 をみせる。r人 間と社会』独語版や 「文化の民主化」(『文化社会学論集』所収

論文)な ど1930年 代の著作では、「知的エ リ.__..ト(intellectua1e1ite)」の存在意義がとりわ

け強調され、それ らを大衆社会下における統治主体 とみなしている。40年 代に入ると、

より計画者像が具体化され、「知的エ リー ト」としての 「教育者(educationist)」 や 「社会
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事業家(socialworker)」(『 現代の診断』)の 役割の大きさが唱えられるようになる。そ し

て晩年、『自由 ・権力 ・民主的計画』で示されるのは、民主社会における指導者 としての

「統治エ リー ト(rulingelite)」 の存在性である。つまり、計画主体をめぐるマンハイムの

規定は、時代状況に応 じて変転 しつづけるわけであるが、最終的には、それ らは 「民主的

に選抜されたエ リー ト」に到達することになる。(8)「計画を担 うエ リー トが民主的に選ば

れるな ら、権威の集中と権力の委任 との間に最大の均衡をつくり出すことができる」。(9)

少なくとも、晩年のマンハイムはこう確信していたのである。(10)

しかし、 このエ リー トはいかにしてつくられるかといえば、それは教育によってという

ことになる。晩年、『自由 ・雄権力.民 主的計画』や 『教育の社会学』などで語 られるエ リ

ー ト教育や選抜方法の調整は、その典例であろう。マンハイムの議論によれば、教育(人

間形成)は 「社会的技術」の一つである。とすれば、「社会的技術」の計画者は教育とい

う 「社会的技術」によって成型されることになってしまう。 こうして一連のA論 は、「計

画者は何によって計画されるか」、ひいては 「計画者 を計画するのは誰か」という問題に

直面せざるをえなくなる。「マンハイムの技術と人間の関係は 「ニワトリと卵」のごとく、

戦術上の傍観性を露呈している」[鈴木1958:226]と 評される所以もこの点にあるといっ

てよい。

さらに、第二の問題である使用者倫理についても同様である。たとえば、マンハイムは

「社会的技術」、とりわけ政治的統制を主とする社会統制の様態をめぐる論議において、

計画者および為政者の 「民主的責任性(dem0craticresponsibility)」 の必要性を提唱する。

[与F..P199-227,訳342-377]こ の概念は、「政治学は科学として成 り立ちうるか」(『イデオ

ロギーとユー トピア』所収論文)の 終部で触れ られる 「責任倫理学(Verantwortungsethik)」

(11)以来、為政者倫理を示した総括概念 ともいえるが、マンハイムにおいては、この 「倫

理」をも 「社会的技術」によって創造.醸 成しようと試みる。 したがって、ここでも議論

は、「技術」の 「計画者を計画するのは誰か」という問題へと立ち戻ることになる。

もちろんマンハイムは、こうした問題について無自覚でいたわけではない。r現 代の診

断』で詳述される人間の 「社会的自覚(socialawareness)」 の喚起、そしてそれを成し得

るための高等教育制度の改変は、 これ らの問題に対するマンハイム流の一解答案 といえる

だろう。マンハイムによれば、「自覚」とは 「個人生活ならびに社会生活の両面において、

各人が自己の属する全体状況を知るための環準備、あるいはまた、自己の行動を直接的な職

務や目的にむかわせるだけでなく、それらをよ り包括的な洞察に基礎づけるための準備と

いうこと」[DT61,訳89]で ある。こうした人間の 「自覚」を呼び起こし、「精神の民主

的訓練」を自ら行 うことで、「人間そのもの」を内側か ら改造する。つまりマンハイムは、

人間自らが計画者 となって自分自身を計画 していくことを提案するのである。ただ し、そ

のためには、環境の整備 も不可欠である。青年たちには教師や教育者のサポー トが必要で

あるし、また 「専門化 されすぎ」、 「精神を中和させるだけの」高等教育機関には、総合

化されたプログラムや 「生活の究極的な価値や目的に関する論議」の活性化が必要である。

[DT54-72,訳79-104]こ うした環境ないし制度上の整備を前提 としつつ・マンハイムは・

「人間自身の改造」という究極の試みを提案す る。(12)ここには、先の 「計画者を計画する

のは誰か」 という問いに、「それは計画者自らである」 と答えようとするマンハイムの意

図が感 じられる。
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いずれにしてもマンハイムの技術論は、「社会的技術」を使用 し、計画す る人間のあ り

方を問うものであった。「時代診断学(Zeitdiagnostik)」(13)と称 される一連の社会観察ない

し社会分析は、後に社会統制の整合、なかでも民主的議会の設立 ・運営 と社会的教育のプ

ログラム策定 という実践的戦略を提示することによって結実するが、これ らはマ ンハイム

技術論の変化の表層的 ・形式的側面 にすぎない。マンハイム技術論の核心は、技術を用い

る人間の存在、すなわち時代状況や社会背景によって変転する計画者のあり方を模索する

ことにあった といえる。 もちろんそ こには、常に 「計画者を計画するのは誰か」という究

極の問いに苛まれるマンハイムの姿がつきまとう。晩年、彼が案出した 「人間 自身の改造」

と 「動的宗教(dynamicreligion)」(14)と いう 「社会的技術」は、まさにこうした問いへの

解答を探索 しつづけるマンハイムの苦悩を象徴するものであった。

5.お わ りに

マンハイムの技術概念は、いわゆる 「計画論」の誕生とともに変化をみせる。それは、

「時代診断学」と称される 「診断」、「洞察」する技術か ら、「統制」、 「計画」する技術へ

の変転である。

1930年 代中頃までのマンハイムにとって、技術とは、社会(も しくは 「媒介原理」)を

観察 し、分析するための手段以上のものではなかった。そのため、これ らは心理学や精神

分析学 といった分析科学 と同義のものであったといえる。しか し1937年 に、「社会的技術」

概念を定式化することで、マンハイムはこの診断技術 に加えて、統制技術の意義を強調す

ることになる。 ここでは、「議会における民主的プロセスの確立」や 「社会的教育概念の

案出」などが試みられ、マンハイムの技術論は、以降、「社会的技術」論および社会計画

論としての性格を強めていく。したがって、技術そのもの、つまり技術の質的あるいは形

式的側面をみる限りにおいて、マンハイムの技術論は、1937年 以前 と以後でその内容が

大きく異っているといえよう。 これは、マンハイム技術論の理論上ないし方法論上の一定

の変化を示すもので もある。

しかしなが ら、 こうした一連の技術論は、究極的には技術を用いる人間のあり方をめぐ

る議論であった。つまり、それは技術論であると同時に 「人間論」でもあったわけである。

技術の形態が、診断技術であれ、統制技術であれ、それ らを誰が、また如何に、使用 し制

御 していくのかという問いはマンハイムの中では変わ り得ぬ難題 として残されていた。 し

たがって、1937年 以前以後にかかわりな く、つまりは、社会技術そのものの形態や性質

にかかわ りなく、マンハイムは技術の使用者 ・計画者の創成、さらにはそれ らの倫理的規

範の確立を試みることによって、「人間」のあるべき姿を探索しっづけたのである。そ こ

に、マンハイム技術論の理論的 「連続」性を見ることができるのである。

そして、「社会的技術の最終の目的は、たんに知識や情報を個人に与えるだけではなく、

かれ らを説得 し自発的に行動するようにしむけることである」(傍 点は筆者による)[青

井1959:289]と すれば、マンハイムの技術論は、否応な く人間形成、つまり個人のパース

ナ リティ構造の変革へと向かわざるをえない。こうして一連の 「人間論」的技術論は、「人

間改造」と 「動的宗教」 という究極の 「社会的技術」の創出をもって結実するのである。

なお、 ドイツ滞在期の1920年 代半ば以降、マンハイムは 「総合の担い手」としてのイ
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ンテ リゲンツィアの姿を模索しっづけたが、その姿勢はイギリスへの亡命後、「技術の計

画者」であるエリー トのあるべき姿の探求 という形で継承 されていく。ここにもまた、「人

間」のあり方、そして 「人間」形成を目指して理論構築を試みるマンハイムの一貫 した立

場が見て取れるのである。マンハイムの亡命によって、彼の 「人間論」および 「人間形成

論」がいかなる理論的発展をとげ、またいかなる方法論的展開をなしたのか。この点 を究

明していくことが、マンハイム理論全体を貫く 「支柱」の存在を明確化する上での、さら

には後期理論の今日的意義をあらためて理解.認 識する上での課題 となるだろう。

注

(1)晩 年の計画概念をここで詳述する余裕はないが、あえてそれをマンハイム自身の言葉によ

って端的に示せば、「自由のための計画」とは 「絶対的平等というよりも、むしろ社会正

義のための計画」であり、また 「社会的統制手段の整合化による大衆社会の危機を防止す

る計画」であるとともに、「集合的基準によって制度的あるいは道徳的悪化として定義さ

れる場合にしか干渉しない、権力の集中と分散の問のバランスをとるための計画」、「パー

スナリティの成長を鼓舞するために、社会の漸次的な変形をはかる計画」でもなければな

らない。「要するに、計画化であって、画一化であってはならない」ものということであ

る。[FP29,訳67]

(2)稲 上は、社会計画論の台頭と成熟という問題を①社会理論史的展開、②社会史的展開、③

計画技術論的な側面、という三点に整理 している。なお、社会理論史上の 「方法論的革新

への一層明確な彫琢」は、1930年 代の中期に行われ、マンハイムの計画論もウェッブ夫

妻やL.フ ォン ・ベルタランフィ、さらにT.パ ーソンズらの理論とともにこれに含まれる

とされる。また、社会史的に見れば、「自由市場」型経済体制の終焉と 「産業化的大衆社

会 と して の混 合体 制 型 福祉 国 家 」(傍 点 は筆 者 に よる)の 構 想 と成 熟 が 、(自 由主 義 陣営 に

よ る)社 会 計画 論 の 出発 点 で あ る とい う。[稲 上1973:3o7-315]

(3)現 代 大 衆 社会 にお いて は、 これ ら前 者 と後 者 と のバ ラン スが 崩 れ(「 人 間 的諸 能 力 の発 展

にお け る 一般 的 不 均 衡 」)、「社 会 的 技術 」 に 関す る知 識 の発 展 が前 者 の そ れ に遅 れ を とっ

て しま っ て い る。 この た め、 「合理 的 な社 会 統 制」 さ らには 「個 人 の衝 動 の制 御 」 な ど社

会 な い し人 間 の統 制 手段 と して の 「社会 的技 術」 を調和 的 に発 展 させ 、不 均衡 の是 正 を は

か る こ とが 必 要 で あ る。[、M(一,716-17,訳28―29]そ もそ もマ ンハ イ ム が 、計 画 す べ き もの、

そ して 調 整 され る べ き も の と して 、 後者 の 「社 会 的 技術 」 に着 目 した のは 、 この よ うな理

由 によ る。

(4)マ ンハ イ ム は 、社 会 統制 を次 の よ うに分 類 ・整理 して いる。[MS274-311,訳331-377]

① 人 間行 動 に影 響 を及 ぼす直 接 的 方法

一暴 力的 強 制 、褒 美 と懲 罰 、単 純 模 倣 、人 間 的接 触 によ っ て 人間 行 動 に影 響 を与 え る

応 用 技術 な ど

② 人間 行 動 に影 響 を及 ぼす 間 接 的方 法

A.非 組 織 的大 衆 ・群衆 の利用

B.具 体 的集 団(不 定 の公 衆)の 利 用

B-a.共 同体 の伝 統 的 な制 度 、慣 習 、 因襲 の利 用

B-b組 織 化 され た団 体 の合 理 的 な行 動 、組織 、管 理 の利用

C.場 の雄構造(fieldstructure)の 利用
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D.状 況(situation)の 変 化 が 与 え る影 響 の利 用

E.社 会 的機i構(競 争 、 分 業 、権 力 の配 分 、社 会 階 層 な ど を規定 す る機 構)の 利 用

(5)こ こ にそ の一 部 を 引用 して お く。 「マル クス が 生 産 の領 域 にお ける 技術 の 動学 的 な 重 要 性

を覚 知 し た こ とは 、彼 の 名誉 とな る こ とで ある が 、彼 の 生活 して い た時 代 の もつ 特 有 の 性

格 の ため に、彼 は二 重 の見 落 と しの 罪 を犯 して い る といわ ざる を え な い。 第 一 に、 彼 は 非

経 済 的 分 野 にお け る技術 論 の意 義 を覚 知 しえ なか った し、 第 二 に 、経 済 的 技術 が 全社 会 構

造 に浸 透 す る あ る社 会 的変 化 の 中 心 とな る こ とが あ る の とち ょう ど 同様 に、そ の 他 の諸 技

術 も また 同 じ く広 範 な効 果 を もた らす 影 響 を発 散 す る傾 向 を も つ こ と をか れ は知 らなか っ

た 。」[MS247―248,訳298-299]な お 羽 倉 は 、階 級 と社 会技 術 の問題 に触 れ 、 「単 に一 次 的

基 本 的 な 階級 的 構 造 、 あ るい は 二次 的 現実 的 な 社会 技 術 の いず れ か 一方 的考 察 のみ にか た

よ る ので な く、 「社 会 技 術 」 を根 本 的 な 階級 構 造 や社 会 関係 と密 接 に 関連 させ な が ら考 察

して い く」(傍 点 は 筆者 によ る)こ との必 要 性 を指 摘す る。[羽 倉1971:46]

(6)こ の 「古 い形 式 」 の 「社 会 的技 術 」 とは、 家 庭 、慣 習 、学 校 、教 会 を通 じて伝 承 され る行

為 様式 や 思 考 形 態 を 日々 の 生活 の 中で踏 襲 して い く こ とに よっ て 人 々 を教導 す る こと を さ

す もので ある。[DZ107-1o8]

(7)こ れ とは 反対 に、技 術 が 人 間 を支配 す る こと、す な わ ち社 会 にお ける技 術 的 合理 性 の深 化 、

浸 透 が 人 間 性 を 抑 圧 す る とい う点 を強 調 す る の が 、 フ ラ ン ク フル ト学 派 のH.マ ル ク ーゼ

やJ.ハ ー バ ー マ ス らで あ る 。 なお 、 この よ うに 技術 が 人 間 を支 配 す るか 、 あ る い は人 間

が技 術 を支 配す るか とい った い わ ゆ る 「技 術 の両義 性 」 を め ぐる 近年 の議 論 を ま とめ た論

考 と して は 、[村 田1994]が ある。

(8)H.E.S.ウ ォル ド リン グ によ れ ば 、 「マ ンハ イ ム は 、 テ ク ノ ク ラ ッ トを 計 画者 とす る こ と

を拒 絶 して い る」 とい う。 な ぜ な らば 、 「管 理技 術 が 独 立 さ せ られ 、 社 会 の 内在 的 規 制 が

こ う した テ ク ノ クラ ッ トに指導 権 を与 え る こ とによ っ て、 テ ク ノ ク ラシ ーが 民主 主 義 に と

って最 も危 険 な もの の 一つ とな る」こ とを彼 が知 って い たか らで あ る。[Wo1dring1987:331]

(9)A.K.ブ ラム シ ュテ ッ ド ・H.ガ ー ス 、「マ ンハ イム の著 作 に関す る覚 え書 き」[.FP13訳10]

(10)マ ンハ イ ム のエ リー ト観 の変 遷 過 程 につ い て は、[石 阪1997]を 参 照 され た い。

(11)「 責任 倫 理 学 」 の 内容 は 、① 「心情 に沿 っ て行 為 す るだ け で はな く、 また行 動 の 可能 な 結

果 を 、そ れ が そ の場 そ の場 で 計 算す る こ とが で き る限 り考 慮 に入れ るべ き だ とい う要 求 」

と② 「心 情 そ の も の を、盲 目的 な 、た だ強 制 的 に働 くだ け の決 定 因 を排 除す るた め に、 批

判 的な 反 省 に ゆだね るべ き だ とい う要 求」 によ って 示 され る。[1σ170,訳200]こ れ がM.

ウ ェー バ ー の 「責 任 倫 理(Verantwortungsethik)」 に依 拠 した もの で あ る こ とは い うま で も

な い。

(12)「 人 間 の改 造 」 や 「高等 教 育 制 度 の改 変 」 につ い て は、 『民主 的 計 画 』第3部 で さ らに詳

細 な 検 討 が加 え られ て い る。前 者 につ いて は 「パ ー スナ リテ ィ形 成 」 に関 す る社 会 心理 学

的 分 析 。 また後 者 に つ いて は民 衆 大学 の創 設な ど大学 改 革 を め ぐる政 策 提 言 とい う形で 、

そ れ ぞ れ論 考 が展 開 さ れて い る。

(13)L.ワ ー ス とE.シ ルズ によ る 「Zeitdiagnostik」(時代 診 断学)の 英 訳(Ideo10gyandUtopia,

translatedbyL.Wirth&E.Shils,1936)は 、 「techniquefordiagnosingthecultureofanepoch」

(時代 の文 化 診 断 のた め の技 術)で ある。 この訳 に したが えば 、マ ンハ イム の診 断 学 とい

う試 み も また 「技術 」 の一 つ とな る。

(14)マ ンハ イ ム が 、人 間 の 内面 的 変 形 、な い し統 合 を達 成 す るた め に案 出 した ものが この 「動
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的宗教」であった。『民主的計画』の最後には、「動的宗教は社会秩序の中で次のような三

つの重要な機能をもっている。すなわち①過渡期の社会を診断すること、②重要な問題に

注意を焦点づけること、③社会生活のいろいろのレベルで人間の行為を統合すること。」

[FP313,訳516コ と記されているが、マンハイムの原稿はここで途切れている。
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